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1. はじめに 

下水道は、生活排水や工場・事業場排水などの汚水を終末処理場できれいな水にして、河川や海へ流す

役割を果たしています。 

しかし、工場・事業場排水に有害物質などが含まれていると、下水道施設を損傷したり、終末処理場の

浄化能力を失わせ、河川や海などの環境を汚染することがあります。そこで、これを防ぐために、国や小

松市では、下水道法や小松市公共下水道条例など関係法令に基づき、規制しています。 

ここでは、これら関係法令の規制のあらましや届出などについて説明しています。これを参考に、適切

な水質管理を行い、水質基準を遵守するようお願いします。 

 

2. 工場・事業場の下水を下水道に流す場合のルール 

下水道には、どんな水でも流せるというわけではありません。例えば、酸性の強い下水は、下水管のコ

ンクリートを腐食させます。重金属やシアンなどの有害物及び酸・アルカリ類を含む下水は、終末処理場

で下水を処理する微生物の働きを弱め、下水処理機能を低下させます。また、油脂類をはじめとする高濃

度の有機物や浮遊物は、下水管を詰まらせたり、下水処理にかかる負担を大きくします。 

このほか重金属類は処理場の処理機能を阻害したり、発生する汚泥に濃縮・蓄積されるため、これを埋

立処分したり再利用することが困難になります。 

このような種々の障害を防止し、下水道施設の働きをいつも正常に保持するため、下水道法及び小松市

公共下水道条例では、下水道に流す水質の基準を定めています。 

工場・事業場（以下「事業場等」といいます。）は、この水質基準を超える下水を流すことはできません。 

水質基準を超えるおそれのある下水は、汚水処理施設（除害施設）を設置するなど、何らかの対策をして

から下水道に流さなければなりません。 

これらの事業場等のうち法律で定められている特定事業場と特定事業場以外の事業場等で除害施設の設

置を必要とするものには、下水道法及び小松市公共下水道条例で届出が義務づけられています。 

以上のほかに、自社の下水の水質を測定する義務や除害施設等の維持管理状況について報告しなければ

ならないことになっています。 

また、特定事業場から一定の有害物質または油類が排出され、下水道へ流入する事故が発生した場合に

は、直ちに応急措置を講ずるとともに、その状況等を速やかに届け出なければならないことになっていま

す。 

3. 特定施設と特定事業場 

特定施設とは、人の健康及び生活環境に対し、被害を及ぼすおそれのある物質を含んだ汚水を排出する

施設であって、水質汚濁防止法施行令（第 1 条別表第 1）と ダイオキシン類対策特別措置法施行令（第 1

条別表第 2）で定められたものをいいます（特定施設一覧は P10～14）。この特定施設を設置している事業

場等を特定事業場といいます。事業場等の種類によって、届出の種類、罰則などが異なります。 

 

4. 水質基準 

事業場等から公共下水道へ流すことができる下水の水質基準は、公共下水道の施設・機能を保全するこ

と及び終末処理場からの放流水の水質基準を守ることを目的として下水道法及び小松市公共下水道条例に

より定められています。具体的な水質基準は次表のとおりであり、次のように規制されています。 

 

 特定事業場排水基準（法第 12 条の２、条例第 9 条） 

この基準は特定事業場に適用され、下水の水質が次表の太字で示す基準（以下「直罰基準」といいます。）

を超えた場合は直ちに処罰されることがあります。(法第 46 条) 

 除害施設設置基準（法第 12 条、法第 12 条の 11、条例第 9条の 2、条例第 9条の 3） 

継続して公共下水道を使用する事業場等の全てを対象としたもので、下水の水質がこの基準を超える場

合は、除害施設の設置などをしなければなりません。基準を超えた場合、直ちに処罰されることはありま

せんが、監督処分(法第 38 条第 1項）の対象となり、その処分に従わなかったときには処罰されます。(法

第 46 条） 
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5. 悪質下水を下水道に排水する場合における法規制について 
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6. 届出の義務 

 

下水道法および小松市公共下水道条例で義務づけられている届出は以下のとおりです。届出書類は 

２部必要となります。 

 下水道法に基づく届出（特定施設に関する届出） 

届出を要する場合 届出書の種類 届出の内容 届出の期限 

公共下水道を使用する者で、

特定施設を新しく設置しよ

うとする場合 

（法第 12 条の 3第 1項） 

特定施設設置届出書

(様式第 6) 

(注 1)旅館業の場合

は欄外参照 

(1)氏名または名称及び住所

並びに法人にあっては、

その代表者の氏名 

(2)事業場等の名称及び所在

地 

(3)特定施設の種類 

(4)特定施設の構造 

(5)特定施設の使用の方法 

(6)特定施設から排出される

汚水の処理の方法 

(7)下水の量及び水質、用水

及び排水の系統 

設置の 60 日前 

までに提出 

(注 2) 

公共下水道を使用している

者で、既設の施設が新たに特

定施設に指定された場合 

（法第 12 条の 3第 2項） 

特定施設使用届出書

(様式第 7) 

特定施設になった

日から 30 日以内 

既に特定施設を設置してい

る事業場で、新たに公共下水

道を使用する場合 

（法第 12 条の 3第 3項） 

特定施設使用届出書

(様式第 7) 

公共下水道を使用

することになった

日から 30 日以内 

届出者が特定施設の構造等、

届出内容の(4)～(7)を変更

しようとする場合 

（法第 12 条の 4） 

特定施設の構造等変

更届出書 

(様式第 8) 

設置の 60 日前 

までに提出 

(注 2)  

 

届出者が氏名等、届出内容の

(1)、(2)を変更した場合、ま

たは特定施設の使用を廃止

した場合（法第 12 条の 7） 

氏名変更等届出書 

(様式第 10) 

特定施設使用廃止届

出書(様式第 11) 

変更の内容等 変更、もしくは 

廃止した日から 

30 日以内 

 

 

届出者の地位を承継した場

合（法第 12 条の 8第 3項） 

承継届出書 

(様式第 12) 

継承の内容等 承継した日から 

30 日以内 

（注 1）ただし、特定施設 66-3 旅館業の用に供する施設（入浴施設のうち温泉法第 2条第 1項に規定する温泉を利用 

するものを除く。）は、下水の排除基準の規制が適用されません。[施行令第 9条の 2] 

（注２）実施期間の短縮措置があります。[法第 12 条の６第 2項] （様式Ⅰ） 

 下水道法に基づく届出（公共下水道使用開始届） 

届出を要する場合 届出書の種類 届出の内容 届出の時期 

排除する汚水の量が、最も

多い日で 50 ㎥以上ある事

業場等、または汚水の水質

がＰ2 の水質基準に１項目

でも適合しないおそれが

あり、除害施設を必要とす

る事業場等が公共下水道

を使用する場合、及び届出

内容を変更する場合 

（法第 11 条の 2第 1項） 

公共下水道使用開始

（変更）届出書 

（様式第 4） 

(1)氏名又は名称及び住所並び 

に法人にあってはその代表 

者の氏名 

(2)排除場所・施設名称 

(3)排出口の数 

(4)排出汚水の水量及び水質 

(5)開始（変更）年月日 

(6)処理方法 

(7)除害施設を設置する場合、

その概要 

あらかじめ 

上欄の要件を満たさない

特定事業場が公共下水道

を使用する場合 

（法第 11 条の 2第 2項） 

公共下水道使用開始

届出書 

（様式第 5） 

(1)氏名又は名称及び住所並び 

に法人にあってはその代表 

者の氏名 

(2)排除場所 

(3)排出口の数 

(4)開始（変更）年月日 

あらかじめ 
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 小松市公共下水道条例に基づく届出（除害施設、排水設備に関する届出） 

届出を要する場合 届出書の種類 届出の内容 届出の時期

除害施設設置基準に適合

させるため、除害施設を新

設等する場合 

（条例第 6条） 

除害施設（新設、増

設、改築）計画確認

申請書 

（様式第 4号） 

(1)氏名又は名称及び住所並びに法

人にあってはその代表者の氏名 

(2)事業場等の設置場所及び名称 

(3)工事内容、設備種類、排水区分、 

  構造等 

(4)指定工事業者 

(5)添付書類としての平面図、構造

図等等 

(6)その他、除害施設の設置に必要

な添付書類 

あらかじめ

事業場等の下水を公共下

水道に流入させるために

必要な排水管、排水渠等

（以下「排水設備」とい

う。）を新設等する場合 

（条例第 6条） 

 

 

排水設備（新設、増

設、改築）計画確認

申請書 

（様式第 4号） 

(1)氏名又は名称及び住所並びに法

人にあってはその代表者の氏名 

(2)排水設備の設置場所及び名称 

(3)工事内容、設備種類、排水区分、 

  構造等 

(4)指定工事業者 

(5)添付書類としての平面図、構造

図等等 

あらかじめ

排水設備又は除害施設の

工事が完了した場合 

（条例第 8条） 

 

 

排水設備等工事完了

届 

（様式第 6号） 

(1)氏名又は名称及び住所並びに法

人にあってはその代表者の氏名 

(2)排水設備等の設置場所 

(3)工事の完了年月日 

(4)施工業者の住所及び氏名 

※除害施設の場合の別添資料 

(5)排出汚水の水量及び水質 

工事の完了

した日から

5日以内 

除害施設を必要としない

事業場等（特定事業場を除

く）が公共下水道を使用開

始等する場合 

（条例第 11 条） 

 

 

公共下水道使用（開

始・休止・廃止・再

開）届 

（様式第 8号） 

(1)氏名又は名称及び住所並びに法

人にあってはその代表者の氏名 

(2)設置場所 

(3)使用目的及び使用水の種類 

(4)開始等の年月日 

(5)ポンプ使用の場合は、製作所名、

型式、口径等 

あらかじめ
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 届出の流れ 

 （１）特定施設に関する届出（この届出に併せて（２）の届出も必要です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）除害施設、排水設備に関する届出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(注 1) 届出内容が不適正なときは計画変更 

(廃止）命令を行うことがあります。 

(注 2) 届出内容を審査するために、届出書受理後 

６０日間は着工できません。ただし、早期

着工を願い出て、当局が認めた場合は、こ

の限りではありません。 

様式第４ 

様式第５ 様式第８号
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7. 除害施設等の維持管理 

除害施設等を設置しても、正しく運転されなくては効果は望めず、下水道施設、特に終末処理場に 

重大な被害を与える場合もあります。そのため、その運転管理には万全の注意を払う必要があります。 

除害施設等の運転管理にあたっては、次の事項を参考にして実施してください。 

 

（ア）除害施設の運転管理体制を明確にしておく。 

（イ）次のような項目に関し運転管理日報を作成する。 

・処理水量 

・原水、処理水の水質 

・水処理に使用した薬品の種類、使用量、在庫量 

・装置の稼働状況、清掃、注油、部品の交換等 

・発生した汚泥の量、処分の方法 

・その他必要な事項 

（ウ）水処理や装置に異常があったときは、原因の究明、適切な措置、その後の監視を十分に行う。 

 

8. 水質の測定と報告の義務 

 水質の測定義務（法第 12 条の 12） 

特定施設や除害施設を設置している事業場等は、次のような方法で水質を測定し、その結果を記録 

し、保存しておかなければなりません。 

（ア）測定方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令（昭和 37.12.17 厚生省建設省令第 1号） 

に定められた測定方法で行ってください。 

（イ）測定回数は、項目及び排水量毎に定められた回数を行ってください。測定項目や測定回数等 

   の詳細についてはお問い合わせください。 

（ウ）試料の採取は、排出口及び除害施設等の出口で行ってください。（下水道法施行規則第 15 条 

第 4 項） 

（エ）測定結果は、５年間保存してください。（下水道法施行規則第 15 条第 5項） 

 

 報告義務（法第 39 条の 2） 

特定施設の設置者及び除害施設の設置者は、下水道を適正に管理するため必要な限度の報告を小松市 

から求められた場合、報告する義務があります。 

この規定に違反して報告をしなかったり、虚偽の報告をした者には、罰則が適用されることがあり 

ます。（法第 49 条第 5項） 

9. 立入検査・改善命令等 

 立入検査（法第 13 条） 

小松市では、公共下水道の機能保全及び終末処理場からの放流水の水質を適正に保つために、随時、 

事業場等への立入検査を実施しています。その際、特定施設、除害施設、汚水の処理方法などについ 

て調査を行い、必要に応じて、採水分析も実施します。 

 

 改善命令等（法第 37 条の 2、法第 38 条） 

（ア）特定事業場排水基準が適用される事業場等については、立入検査時等に基準に適合しない下 

水を排除するおそれがあると認めた場合は、特定施設の構造、使用の方法などの改善や下水    

排除の停止等の命令を行うことがあります。 

（イ）除害施設設置基準が適用される事業場等については、立入検査時等に基準に適合しない下水 

を排除するなど下水道法令に違反した場合には、それを是正するのに必要な措置をとるよう 

監督処分に基づく命令を行うことがあります。 

（ウ） （ア）（イ）いずれの場合も、これに従わない場合は、罰則が適用されます。 

（エ） （ア）（イ）以外にも、口頭、文書で改善等の指導を行います。 
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10. 水質事故時の措置 

 通報・届出が必要となる「事故」とは？ 

 特定事業場は、流出事故発生時の対応が下水道法により義務づけられています。発生原因を問わず「特

定事業場から有害物質又は油類（下表）を含む排水が公共下水道に流出した場合」は、小松市上下水道局

へ通報と届出が必要になります。 

（例火災や停電等による除害施設等の機能停止、貯蔵タンクや配管等の破損、操作ミス等） 

なお、特定事業場でない事業場についても、小松市上下水道局へ通報と届出をお願いします。 

 

届出書の種類 届出の期限等 

事故発生状況届出書 

（様式イ） 

電話による緊急連絡を行うとともに、速やかに事後状況・

措置概要を届出 

事故再発生防止措置計画書 

（様式ロ） 

事故発生状況届出書による届出をした後、速やかに提出 

 

事故再発生防止措置完了届出書 

（様式ハ） 

措置完了後、速やかに提出 

 

 

 水質事故時の措置の対象となる物質と油類（下水道法施行令９条の８） 

 

・水質汚濁防止法施行令第２条各号に掲げるカドミウム等２８物質  

・ダイオキシン類対策特別措置法第２条第１項に規定するダイオキシン類 

・水質汚濁防止法施行令第３条の４各号に掲げる原油等７種類の油  

 

事故時の措置の対象となる物質 

水質汚濁防止法施行令第２条各号に掲げる物質及びダイオキシン類 
カドミウム及びその化合

物 

シアン化合物 有機燐化合物 鉛及びその化合物 

 

六価クロム化合物 砒素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀

その他の水銀化合物 

ポリ塩化ビフェニル 

 

トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 四塩化炭素 

 

1,2－ジクロロエタン 1,1－ジクロロエチレン 1,2－ジクロロエチレン 1,1,1－トリクロロエタ

ン 

1,1,2－トリクロロエタ

ン 

1,3－ジクロロプロペン チウラム シマジン 

 

チオベンカルブ ベンゼン セレン及びその化合物 ほう素及びその化合物 

 

ふつ素及びその化合物 塩化ビニルモノマー 1,4－ジオキサン 

 

アンモニア，アンモニウ

ム化合物，亜硝酸化合物

及び硝酸性化合物 

水質汚濁防止法施行令第３条の４各号に掲げる７種類の油 
原油 重油 潤滑油 軽油 

灯油 揮発油 動植物油  

 

 

 水質事故発生時の対応 

水質事故が発生したら 
・自らの身の安全を確保 

・施設・作業の停止（停止することにより，被害が拡大する場合は除く） 

・関係者・事故の影響が及ぶおそれがある人たちへの通報・連絡 

また、下水道へ流入した場合、直ちに流入を防止する応急の措置を講じ、小松市上下水道局にそ 

の状況を通報するとともに、速やかに事故の状況等を「事故届出書」により届け出てください。 
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事故時の措置 （下水道法１２条の９，下水道法４６条の２） 

・特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が対象です。 

・応急の措置と小松市長への届出が義務づけられています。 

・応急の措置が講じられていない場合，小松市長は措置を講ずべきことを命令でき，命 

令に違反している場合，罰則が適用されます。 

 

＊応急の措置とは 

引き続く有害物質又は油の流出を防止するため、破損したタンク、配管などの施設等 

への有害物質又は油の供給停止、また、流出を防ぐための土のうの積みあげ、吸着マ 

ットの設置による回収のことです。 

 

 日頃からの備え 

取り扱っている物質の性状の確認、連絡体制の整備、事故対応マニュアル等の作成、防災 

訓練の実施等、水質事故に対して備えておく必要があります。 

 

 小松市上下水道局への通報と届出 

 

受付時間 担 当 課 担 当 区 域 TEL FAX 

平日の昼間 

8：40～17：25 

 

上下水道管理課 

公共下水道の供用

区域（公共下水道区

域及び農業集落排

水区域等） 

 

0761-24-8093 

 

0761-21-8114

夜間と休日 小松市役所庁舎 

警備員室 

 

0761-22-4111 

 

   - 
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11. （資料）特定施設一覧表 
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問い合わせ及び届出書提出先 

923-8650 

   小松市小馬出町 91 

    小松市役所上下水道管理課（排水設備担当） 

     TEL 0761-24-8093 

     FAX 0761-24-8184 


